
２　施設の役割

３　施設の概要

４　施設における実施事業

主な施設（床面積、階数等) 延べ床面積計3701.67㎡　本館地上2階建、ほかは地上1階建

備考
　平成15年10月寮舎（赤城寮・榛名寮）、平成16年9月寮舎（白根寮・武尊寮）改築、平成17年11月プレハブ分
校舎（職員室等）新築、平成22年1月心理室棟新築、平成26年1月本館増改築、平成29年3月赤城寮個別支
援棟増築、平成30年3月榛名寮個別支援棟増築

　児童福祉法第44条では「児童の自立を支援する」としており、入所児童に対して安心安全な居場所を提供し、基本的生活習
慣や集団での対人スキル、基礎学力を獲得させるなどの支援を行う。また、児童が帰る家族内の調整を図り、さらに退園後の
生活の安定のためのアフターケアを行うことにより、児童の社会的自立を支援する。
(1) 生活支援（生活日課・自立支援計画の策定と再評価の実施・事後指導・帰宅訓練等）
(2) 環境美化活動（児童と職員が一緒になり、作業指導の一環として月1回実施。また、土日は各寮で作業活動）
(3) 苦情解決システム（児童の権利擁護のため、第三者委員を設置し、児童の苦情を迅速かつ円満に解決する仕組み。）
(4) 健康管理と給食
(5) 心理ケア（カウンセリング、行動療法等児童の内面、行動の改善を図り、児童の自立の一助とする。）
(6) 各種行事（関東児童自立支援施設行事（野球・水泳・卓球・バレーの各大会、文化祭）、月例マラソン大会、臨海学園、ス
キー教室、けん玉道級・段位認定会、職業実習等）
(7) クラブ活動（野球部、卓球部、バレー部、水泳部）

敷地面積（所有者） 　27,212平方メートル（群馬県）

県直営による公の施設の管理運営状況

施設の名称 群馬県立ぐんま学園

所在地 前橋市川原町826

所管部局・課 生活こども部　児童福祉課

１　施設の設置根拠（法律、条例等）

　児童福祉法第35条及び第44条、児童福祉法施行令第36条、群馬県児童自立支援施設設置条例

(1) 設置目的
   不良行為をなし、又は、なすおそれのある児童のほか、家庭環境その他環境上の理由により生活指導等を要する児童を入
所させ、生活指導、学習指導、作業指導等を通じて、児童の自立支援を図ることを目的とする。

(2) 設置当初の状況
   明治41年、感化法施行に伴い、1名を収容し、天川原町松竹院境内に「明峯（あけみね）学院」として創立。明治43年、公立感
化院県立群馬学園として岩神町に設置。昭和9年、感化院から教護院となる。昭和26年、川原町（現在地）に移転。平成10年、
教護院から児童自立支援施設となる。平成17年、ぐんま学園に名称変更。

(3) 施設を取り巻く現状
   近年は、社会の変化に伴い、児童虐待による心的外傷を持つ児童や発達特性を持つ児童、親からの分離が必要な児童等、
家庭や児童本人の問題が複雑・多様化している。このため、問題の質的変化を認識し、職員一人ひとりの専門性の向上が求
められている。

設置年月日 　明治41年10月1日



５　管理運営コストの状況
　　施設の管理運営に係る収支　※施設の管理運営に係る県の歳入・歳出を記載 （千円）

５年度（決算額） ４年度（決算額） ３年度（決算額） ２年度（決算額） 元年度（決算額） H30年度（決算額） H29年度（決算額）

77,630 78,367 76,457 81,962 87,076 75,384 72,344

国庫負担金 74,484 74484 73,504 79,446 79,673 70,621 68,888

負担金 1,362 1960 1,145 486 868 2,798 1,446

使用料 26 26 26 26 26 24 24

雑入 1,758 1848 1,782 2,004 2,034 1,941 1,986

事業収入等 0 49 0 0 4,475

296,806 304,325 286,089 278,409 298,321 279,162 294,691

常勤職員 199,361 197327 199,284 195,511 206,733 207,590 220,365

非常勤職員 42,231 45915 44,383 45,408 39,128 36,626 37,583

事業費 55,214 61083 42,422 37,490 52,460 34,946 36,743

-219,176 -225,958 -209,632 -196,447 -211,245 -203,778 -222,347

６　職員の状況（各年度４月１日現在） （人）

５年度 ４年度 ３年度 ２年度 元年度 H30年度 H29年度

25 26 24 23 24 25 25

21 21 29 35 21 27 39

46 47 53 58 45 52 64

７　施設利用の状況
　　年度別の利用者数

５年度 ４年度 ３年度 ２年度 元年度 H30年度 H29年度

38（30） 38(26) 36(30) 42(32) 39(35) 40(33) 44(35)

有料利用者数（人） － － － － － － －

無料利用者数（人） － － － － － － －

－ － － － － － －

－ － － － － － －

区　　分

年間利用者総数（人）

目標利用者数（人）※１

施設稼働率（％）※２

稼働率対象施設（設備） －

利用者の主な増減理由
年間利用者総数は実入所人員を記載。括弧内は３月初日の在籍児童数。増減理由は、児童自立
支援施設への入所措置が必要な児童の状況による。

※１　目標利用者数を設定していない場合は無記入
※２　施設稼働率の概念が当てはまらない施設は無記入

合　　計

常勤職員

非常勤職員

・歳入：国庫負担金及び歳出：事業費は、施設整備を行う年度は増額となる。
・歳入：負担金は入所児童の状況により増減する。

区　　分

歳　入（①）　

歳　出（②）　

歳入・歳出の差額（①－②）

歳入・歳出の主な増減理
由



８　必要性及び管理運営方法についての方向性
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・本館、体育館等の主要施設は老朽化が著しく、入所児童の安全の確保を図り、児童の生活・学習環境を改善するための措置が必要
である。

内　　　　　容

・法令により都道府県による設置義務あり。また、施設は設置目的に適合した運営をしており、社会的なニーズも高い。

・児童自立支援施設として、本来の趣旨が損なわれることなく、安定的な運営を行うためには、県直営が必要である。

・児童の福祉を阻害しないよう十分留意しながら、業務の効率化を図っていく。


